
岬町告示第１６号 

 

 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２において準用する地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項及び第２項の規定に基づき、公金の徴収

若しくは収納又は支出に関する事務（以下「公金事務」という。）を委託したので、以下の

とおり告示する。 

 

 

令和８年３月３１日 

 

岬町長　田代　堯 

 

記 

 

 
 

 

 １ 委託した指定公金事務取扱者

 （１）名称：大阪広域水道企業団

 （２）住所又は事務所の所在地：大阪市中央区谷町２丁目３番１２号

 
 ２ 委託した公金事務の名称

 　公共下水道使用料及び漁業集落排水処理施設使用料

 
 ３ 指定公金事務取扱者の指定をした日

 　令和８年３月３１日

 
 ４ 指定公金事務取扱者に委託をした日

 　令和８年４月１日

 
 ５ 指定公金事務取扱者に委託する期間

 　令和８年４月１日から事務委託協定が存続する期間


